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東日本大震災に関する緊急決議

　３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津
波は、東北地方及び関東地方に未曾有の大災害をもたらし、加え
て東京電力福島第一・第二原子力発電所の重大な損傷事故は、極
めて深刻な事態となっており、広範囲の住民に健康被害をもたら
す恐れを生じている。
　こうした事態に対し、国、関係機関及び地方自治体は、海外か
らの協力も得て全力で対策を講じているところであるが、被災状
況の把握、被災者の救助及び救援等は、被害の広範かつ甚大なこ
と、交通・電力・通信事情の悪化等もあり、必ずしも順調とは言
えず、全国民が懸念するところである。当市議会では、犠牲者及
びそのご家族に対し、深甚なる哀悼の意を表するとともに、市
民生活の安全確保及び災害援助対策を優先するため、３月１６日か
ら予定していた一般質問を中止するという前例のない措置を講
じたところである。我々は、市民と共に被災者及び被災地に対し
て支援活動を行うと同時に、風評や噂に惑わされることなく冷静
なる社会行動を行い、全力でこの困難に取り組み、乗り越える覚
悟である。
　政府及び関係機関におかれては、震災被災者の迅速かつ効果的
な救助及び救援並びに被害の拡大阻止及び被災地の復興、そして
原発の安全確保を最優先の課題として全力を傾注して取り組み、
全国民の総力を効果的に結集する体制の迅速なる構築と行動を求
めるものである。　　　　　　　　　　　　
　以上、決議する。

　　平成２３年３月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本　庄　市　議　会

「子ども・子育て新システム」に反対する意見書

　国は、平成２２年6月２9日に少子化社会対策会議において、「子
ども・子育て新システムの基本制度案要綱」（以下「新システ
ム」）を決定し、今後、詳細な検討を行い平成２5年から新制度へ
の施行を目指すとしています。この「新システム」は保育所運営
費の一般財源化により保育の地域格差が広がり、さらには国の
責任を市町村にゆだね、市町村の保育実施責任を大幅に後退させ
るものです。保育所を探し、保育所と契約を結ぶのは保護者の自
己責任となり、保護者は市町村に認定された保育上限量の範囲内
で保育所を利用し、これを超えた保育所の利用は保護者の応益負
担となります。そのため保護者の負担は増大し、家庭の経済的な
理由から保育所を利用できなくなる子どもたちが多数出ること
が懸念されます。その上、民間企業を含む多様な業者の参入を
促進し、規制緩和や待機児童の解消のもとに最低基準を引き下げ
られ、まさに保育を産業化させようとするものであります。そし
て、乳幼児期は、「子どもが生涯にわたる人間形成の基礎を培う
きわめて重要な時期」であり、「子どもの…発達及び生活の連続
性に配慮して保育しなければならない」（保育所保育指針）こと
を踏まえ、就学前の時期は３歳で分割することなく、発達の連続
性を確保した制度でなければならず、児童福祉法第2条及び第２4
条により国及び市町村の保育の実施が明確に義務付けられている
公的保育制度の堅持、拡充が不可欠であります。
　よって、児童福祉法の精神を生かし、子どもたちの最善の利益
を保障するため本庄市議会は、「子ども・子育て新システム」に
下記のとおり反対いたします。

１．「子ども・子育て新システム」は、市町村が保育実施責任を
　負っている現行法の制度崩壊につながるので反対いたします。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

　　平成２３年３月２３日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本　庄　市　議　会
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　3月定例会では、議員から次の２議案が提出され、いずれも原案のとおり可決しました。なお、可決した
意見書・決議は、国会及び関係行政庁等へ提出しました。
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            ６月　６日（月）10：00 ～　議案説明
            ６月　７日（火）10：00 ～　議案質疑
            ６月２１日（火）    9：30 ～　一般質問
            ６月２２日（水）    9：30 ～　一般質問
            ６月２３日（木）    9：30 ～　一般質問
            ６月２７日（月）10：00 ～　議案採決

★本会議の日程は、議事の都合により変更になることが
あります。また、市議会のホームページからも、確認できま
す。ご不明な点は、議会事務局までお問い合わせください。

議会事務局　℡２５－１１４８
ホームページアドレス
http://www.city.honjo.lg.jp/sigikai/sigikai_top.html

6 月定例会の予定


